
氏　名 住　所
住所は都道府県から所番地まで省略せず、正確に記入をお願いします。「〃」「同上」などは使用不可となります。

　国立ハンセン病療養所（以下、療養所）は、かつては国の誤ったハンセン病隔離政策に基づき設立された施設でした。しかし、現在
は強制隔離を定めた「らい予防法」廃止等をはじめとした長年にわたる改善のたたかいによって、故郷を奪われ、社会からも隔絶され
た入所者にとっての終生の生活の場となっています。だからこそ、療養所は、入所者の最後のひとりになるまで存続させなければなり
ません。同時に、強制隔離していなければ家族と共に生活できていたことを重く受けとめ、社会の中で生活するのと遜色のない水準で
生活し、療養を受けられるよう最大限務めることが国・厚生労働省の責務です。
　現在のハンセン病療養所においては、入所者の高齢化がすすみ、機能低下や障害の進行は深刻な状況となっています。しかし、
医師・看護師・介護員をはじめとした欠員補充が遅 と々して進まず、かつ一定の増員はあるものの、連年にわたる定員削減計画に
よって実質的に職員は減らされ、人員不足が顕著となっています。そのため、医療施設としての機能が果たせず、入所者の医療・療
養のニーズにも応えられず、いのちを脅かす状況ともなっています。同時に、定員削減・アウトソーシング方針によって、賃金・期間業務
職員という不安定な雇用のまま、日々 入所者サービス向上のために働いている職員の早期の全員定員化が求められています。
　入所者も生活が穏やかに保たれ、安心して医療が受けられることを望んでいます。そのためにも、医療・福祉の充実・強化は不可
欠であり、入所者に寄り添い、いのちと健康を守っている職員が将来に展望をもって働くためにも、全ての療養所の具体的な将来構
想を確立することが喫緊の課題であり、国・厚生労働省の責任であると考えます。
　貴職においてハンセン病問題の解決に一層ご奮闘していただくとともに、療養所のさらなる充実・強化を求め、以下のとおり要求す
るものです。

偏見・差別の解消に向けてあらゆる対策を講ずること。
入所者ニーズに寄り添った医療・福祉の充実・改善をはかること。
ハンセン病療養所の特殊・困難性からも、第15次定員削減計画から除外すること。
ただちに賃金・期間業務職員を全員定員化すること。
国・厚生労働省が責任を持ち、ハンセン病療養所の医療・福祉を守るためにも、一刻も早く
将来構想を確立すること。

取扱団体 全日本国立医療労働組合（全医労）

内閣総理大臣　殿
厚生労働大臣　殿

改善署名充実・強化を求める

署名用紙に記入された氏名・住所は、署名提出以外に使用することはありません。

〒170-0005　東京都豊島区南大塚1-48-3
TEL 03-5940-8600　FAX 03-5940-8601
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要求趣旨

国立ハンセン病療養所の
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